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研究成果の概要（和文）：本研究は東京電力福島第一原子力発電所事故の社会経済的被害の実態と原因を実証的
に検討した。福島県産の農産物にいまだ不安を抱えている理由は、検査体制と検査結果を知らないからであっ
た。農産物の放射性物質モニタリングといった検査体制、全量全袋検査、検査結果としてほとんどNDであること
を知らないからであった。農産物の安全性に対する人々の不安を減らすには、検査体制と検査結果を周知するこ
とが広報戦略として重要である。また、福島県産食品の流通の変化という構造的な問題を明らかにした。福島県
産の農産物を拒否する人々は２割から３割くらいであるが多くの福島県産米が業務用に流通している実態が明ら
かになった。

研究成果の概要（英文）：We studied the actual conditions and causes of socio-economic damage after 
the Accidents at  the Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. The 
reason many people are still fearful of contaminated agricultural products from Fukushima Prefecture
 is that they are not familiar with the system for food inspection and its results. People do not 
have knowledgeable about the process of monitoring agricultural products for radioactive substances,
 which involves testing all volume and all bags of rice in Fukushima Prefecture, and also. people do
 not have knowledgeable about the results of inspection have shown that radioactive substances are 
either within the standard limits for food, or not detected at all. It is the goal of public 
relations to make sure information about the inspection system and its results are properly 
publicized in order to reduce anxiety among the public over the safety of these agricultural 
products.

研究分野： 災害情報学、社会心理学、社会情報学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
風評被害は、1954 年の第五福龍丸被ばく

事件以来、社会問題として極めて大きな問題
であるにも関わらず、申請者以外においては
学問的検討はあまり進められてこなかった。 
申請者は、JCO 臨界事故から研究をはじめ、

災害・環境問題・原子力事故の情報伝達と
人々の心理について 10 年来研究を続けてお
り、風評被害を研究テーマの中核の一つとし
て扱ってきた（関谷，2003；関谷 2004）。 
風評被害の過去の事例については第五福

龍丸以降の事例を詳細に調べ、定義・原因・
発生メカニズムなどについて考察、類型化を
おこなってきた。東日本大震災後に『風評被
害－そのメカニズムを考える』（関谷，2011）
を上梓している。過去に「風評被害」とされ
た事例をまとめ、風評被害とは、ある社会問
題（事件・事故・環境汚染・災害・不況）が
報道されることによって、本来「安全」とさ
れるもの（食品・商品・土地・企業）を人々
が危険視し、消費、観光、取引をやめること
などによって引き起こされる経済的被害で
ある、と定義することができる。 
なお「風評被害」とは、人々のコミュニケ

ーションから発生するうわさ（Rumor）によ
っておきる被害でない。風評被害は事件や事
故が新聞やテレビなどで大々的に報道され、
災害が起きていない場所の人々に心理的影
響をもたらすことによって引き起こされる。
一方、うわさは事件や事故、災害が起きた場
所の近くにいる不安をもつ人々の間で、人か
ら人へ伝えられることによって発生し、差別
や誤情報の伝達など社会混乱を引き起こす
原因となるもので異なった現象である。 
「風評被害」とは、日本独特の言葉である。

類似の事象として、Kasperson ほかが「リス
クの社会的増幅理論（Social Amplification of 
Risk）」という概念を提示している。この概
念は原子力事故や地球温暖化などの現実の
脅威から発生する経済的影響、心理的影響、
政治的影響などさまざまな社会的影響のプ
ロセス全体を分析するものである。一方、風
評被害は「安全」であるにも関わらず被害が
発生している部分を指す。日本の原子力発電
は過去、事故があっても人体に影響を及ぼす
ほどの放射性物質が飛散したことはなく、そ
の状態では原子力損害賠償法を適用できな
かった。そのような農業・漁業・観光業など
の経済的被害をどう補償するかという問題
からつくられた言葉であり、基本的に日本の
「風評被害」という言葉は経済的被害だけを
指す（現在は、精神的被害を含んで言われる
こともある）という違いがある。 
東日本大震災以降、申請者は津波・原発事

故の避難に関する調査のみならず、風評被害
についてもヒアリングや調査を重ね、物流停
滞としての風評被害、農林水産物の風評被害、
旅行業の風評被害などについて調査し、対応
策について「放射性物質汚染と風評被害」（関
谷，2012）などにまとめてきたところである。 

２．研究の目的 
本研究の目的は、風評被害の原因をとらえ

ることと、その実態を実証的データから分析
し、この問題の低減策を考えることである。 
東日本大震災における風評被害（原発事故

の社会経済的影響）は、なかなか収まってお
らず、面的に広がりを持っている。主たる原
因である流通関係者や消費者の意識調査を
重ねていけば、原因を実証的に把握できると
考えられる。 
本研究ではこの風評被害を二つの方向性

から実証的に捉える。 
一つは時間的変化である。申請者の十数年

来の研究からの仮説として、報道量の低下お
よび人々の不安感の低減（関心の低下と事
件・事故の忘却）と経済的被害は強く関係す
ることがわかっている。風評被害における経
済被害は、時間的経過とともに、報道量の減
少、それに伴う人々の心理の変化、またそれ
を前提として取引を行う流通関係者・代理業
者の変化に伴って変化する。ゆえに、時系列
に伴うこれらの変化を抑えることによって、
その実態を捉えることが可能であり、そこか
ら被害低減策・抑止策のポイントを探ること
が可能になる。時系列的に「分岐点」をみつ
け、どの時期から、どの地域において風評被
害といえる経済被害が収まっていったのか、
その要因は何かをたどることによって、風評
被害の低減策を捉えることが可能であろう
と考えられる。 
今一つは、地域差を前提とした変化である。

東日本大震災は実際の地震動、余震、物資不
足や放射性物質汚染への不安など直後の混
乱を経験した東日本在住者と、それ以外の地
域では心理的影響は大きく異なる。また被災
地域とそれ以外の地域で報道量は大きく異
なる。被災域が極めて大きいことから、意識
面に関して地域差が極めて大きい災害であ
る。これらを量的に把握する。 
過去の風評被害においては、ある程度時間

が経過すれば、収まってきたし、その被害の
広がりの程度・規模、および事例が異なるこ
とから統計的データを用いた詳細な量的調
査・量的実証分析を行うことが困難であり、
事例を歴史的・質的に分析せざるを得なかっ
た。また東日本大震災後は、調査それ自体、
また結果公表が風評を広めることになるの
で生産者、流通関係者や消費者において調査
を行いえる状況になかった。だが震災後、
徐々に調査は実施可能となった。 
ゆえに本研究は過去の事例を熟知した上

で行う風評被害に関して初の本格的な実証
的調査研究となる。 
今後、除染が進み、放射線量の強さが時間

に伴って減少し、警戒区域は長期的には縮小
する。だが高濃度に汚染された地域が残り続
ける限り、その周辺では風評被害的な要素は
残り続け、風評被害は復興期の長期的な課題
になる。物理的汚染のある地域は別として、
放射性物質の汚染がない地域での農林水産



物・観光などの経済的被害、また海外からの
日本製品、観光の忌避による経済的被害の回
復は、物理的に解決する問題ではなく、社会
科学的に解決すべき問題である。この風評被
害の低減・抑止策の検討は、社会情報学的視
座から福島原発事故の経済的被害の拡大抑
止を目指すことにほかならない。 
また福島原発事故による風評被害のみな

らず、1990 年代以降、様々な風評被害が発
生してきている。富士山噴火や南海トラフの
地震などの自然災害のみならず感染症・環境
汚染において発生する風評被害の低減策を
考えることは極めて重要である。本研究は災
害時・危機時の①間接被害、②保険・共済の
制度設計、③キャンペーンなど対抗策策定に
資する基礎研究となる。 
 
３．研究の方法 
 本研究では流通業者へのヒアリング及び
アンケート調査、消費者へのアンケート調査
を繰り返し行い、総合的に考察した。いかに
研究手法を示す。 
（1）市場、仲卸、学校関係者など流通業者
に対するヒアリング調査 
①卸売業者 
調査日時：2015 年 10 月 8日 
調査対象：㈱大新青果（常務取締役） 
調査場所：郡山市公設総合地方卸売市場  

同社事務所 
②卸売業者 
調査日時：2015 年 10 月 8日 
調査対象：マルケイ青果市場(代表取締役) 
調査場所：郡山市公設総合地方卸売市場  

同社事務所 
③小売業者 
調査日時：2015 年 10 月 30 日 
調査対象：㈱ヨークベニマル（青果物マー 

チャンダイザー、企画室広報担当） 
調査場所：郡山市公設総合地方卸売市場  

同社本部事務所 
④仲卸業者 
調査日時：2015 年 10 月 30 日 
調査対象：（有）大慶青果（代表取締役） 
調査場所：郡山市公設総合地方卸売市場 

同社事務所 
⑤青果問屋[納業者] 
調査日時：2015 年 10 月 31 日 
調査対象：食品ストアーくまだ（経営者） 
調査場所：郡山市ビューホテル 

⑥青果問屋[納業者] 
調査日時：2015 年 10 月 31 日 
調査対象：㈱佐久間青果（営業部長） 
調査場所：同社事務所（八山田卸センター） 

⑦学校給食関係主体 
調査日時：2015 年 11 月 18 日 
調査対象：郡山市教育委員会学校管理課 

（主幹、主査、栄養技師） 
調査場所：郡山市役所本庁舎 

⑧学校給食センター 
調査日時：2015 年 11 月 18 日 

調査対象：郡山市中学校給食センター 
所長、栄養技師 2名 

調査場所：同センター事務所 
（２）流通事業者アンケート調査 
・調査方法：郵送配布・郵送回収 
・調査対象 

東京商工リサーチの企業データから、以下
の４カテゴリで売り上げ上位順に抽出。合
計 1000 社（福島県卸業者、福島県小売業
者、全国（福島県除く）卸業者、全国（福
島県除く）小売業の各 250 社） 

・調査期間 
 2015 年 3月 18 日発送、3月 30 日締切 
・有効回収数・回収率：241 件（24.１%） 
（３）学校給食関係者アンケート調査 
・調査方法：郵送配布・郵送回収 
・調査対象： 

福島県内自校調理方式の公立小中学校（全
227 件）、福島県内共同調理場（学校給食セ
ンター）（全 78 件）、東京都自校調理方式
の公立小中学校（全 1,534 件）、東京都共
同調理場（全 36 件）合計 1875 件 

・調査期間： 
2015 年 3月 16 日発送、3月 30 日締切 

・有効回収数（回収率）：422 件（22.5％） 
内訳：福島県公立小学校 89 件、中学校 26
件、共同調理場 78 件（浜通り地域 30 件、
中通り地域 127 件、会津地域 36 件）、東京
都公立小学校 161 件、中学校 77 件、共同
調理場 7件 

・主な調査項目： ①福島県産食材利用の動
向 ②検査体制と「自主基準値」③コミュ
ニケーション 

（４）消費者調査 
・調査時期：2013 年～2017 年（４回） 
・調査方法：インターネットモニター調査 
・抽出方法：年層（20 代～60 代）・男女割当
法合計 9489 票 

① 2013 年関谷・農林中金調査（全県各約 300
票、Ｎ＝14091） 

② 2014 年関谷科学研究費調査（東北＋東名
阪、６都府県各約 300 票、Ｎ＝1779） 

③ 2015 年超学際研究機構調査（東北＋主要
都市、13 都県各約 300 票、Ｎ＝3839） 

④ 2017 年福大・農林中金調査（全県各約 200
票、Ｎ＝9489） 

（５）福島県内調査 
・調査方法：質問紙を用いた訪問面接法 
・調査対象：福島市，いわき市，会津若松市
居住の 20 代～60 代の男女個人、割当法 
各都市 10 地点をランダムに抽出，各性年
代セル各2名ずつとしてサンプル割付を行
った（福島市 207，いわき市 203，会津若
松 200） 

・調査期間：2013 年 9月 14 日～9月 27 日 
・有効回収数 610 標本（性・年代（20代～60

代），3 地域 10 地点，各セル 2 名の均等割
付け） 

 
 



（６）国際比較調査 
・調査機関：2017 年 2月 
・調査方法：インターネットモニター調査 
・抽出方法：年層（20 代～60 代）・男女割当

法、各国の最大都市で実施。300 票 
・日本（東京）、台湾（台北）、中国（北京）、

香港、シンガポール、アメリカ（ニューヨ
ーク）、イギリス（ロンドン）、ドイツ（フ
ランクフルト）、フランス（パリ）、ロシア
（モスクワ） 

 ※（６）については、今後分析を詳細に行
っていく予定であり、主たる成果は（１）
～（５）の分析から明らかであるので、以
降は（１）～（５）を詳述する。 

 
４．研究成果 
（１）市場、仲卸、学校関係者など流通業者
に対するヒアリング調査 
流通、給食にかんしては、ヒアリング調査

から得た知見を基にアンケート調査を実施
し、詳細を分析した。詳細は（２）（３）で
記述する。 
（２）流通事業者アンケート調査 
流通事業者へのアンケート調査から得ら

れた知見は以下の通り。 
・産地切り替えについては、県外の卸売業、
小売業において影響が大きかった 

・特に福島県外の担当者においては、福島県
産の食材についての情報交換の機会が少
ない。 

・福島県産の食品の取り扱いが減った理由は、
直接の要請・要望やクレームがあったとい
うより、意向を感じたというものであった。 

・特に要請や要望のあった取引先は、スーパ
ー・総合スーパー、給食事業者であった。 

・取引再開の理由は、「検査が行われるよう
になったので」「放射性物質が検出されな
くなってきたので」「規制値を越えた品目
は出荷が制限されているから」と、放射性
に関する検査体制や検査結果、出荷制限が
大きな理由であった。 

・福島県産の食品の今後の取り扱いについて、
福島県外の方が消極的である。特に小売業
においてこの傾向が強い。林産物（きの
こ・筍・山菜）は県内でも、消極的な業者
が多い。 

・福島県産を拒否している人の割合、「検査」
「N.D.」等の認知率の割合について過大評
価をしている。 

（３）学校給食関係者アンケート調査 
学校給食関係者へのアンケート調査から

得られた知見は以下の通り。 
・福島県内の自治体において直後定められた

10Bq/kg、20 Bq/kg 等の自主的基準値や 3
日前検査の体制がそのまま運用されてお
り、地場産品が納入されにくい傾向がある。 

・東京では「納業者が自主的に納入してこな
い」という回答が 5 割～6 割。一部の保護
者からのクレームへの恐怖が大きな障害
となっている。 

・福島県産の食品に関して情報交換の機会が
少なく、情報が「上書き」されにくい。 

（４）消費者調査 
消費者の調査票調査はできるだけ同じ質

問項目で繰返し実施した。以下、代表例とし
て、①の研究結果の要点を示す。 
① 全国調査で得られた知見は以下の通り。 
・不安感は福島県が最も高く、西にいくほど

低かった。 
・福島県民、福島県民以外いずれでも福島県

産を避けているという人は 3 割～2 割で、
ほとんどの人は特に産地を気にして購入
することはないと答えている。すなわち、
多くの人が消費を拒否していないのに農
業出荷額が回復しない問題が風評被害の
問題であることが明らかとなった。 

・産地は気にする人は多いが、魚介類を除い
て品目ごとの差はなかった。 

・福島県民で抵抗感のある人は、実際の線量
の分布、汚染水放出の事実の認識に基づい
た判断であるといえる。福島県民以外で抵
抗感のある人は、「福島県」、ついで「岩手、
宮城、福島」といういわゆる被災 3 県、次
に東日本全体というイメージで判断して
いる。 

・福島県民においては検査体制の整備ないし
不検出になっているという事実を認識し
て不安が薄らいだという人が 7 割、福島県
民以外では「いつの間にか」「報道で話題
にならなくなり」「なんとなく」不安が薄
らいだという人が約 5割と不安の解消に関
する違いがある。 

 
（５）福島県内調査 
福島県内調査で得られた知見は以下の通り。 
・県内で積極的に福島県産を避ける層は 2割。

多くの人は産地を気にせず購入していた。 
・暫定規制値の見直し、N.D.の詳細な意味、
現在の農産物の検査体制、検査結果として
ほぼ N.D.であることの認知度が低い。 

・検査と時間の経過が不安が薄らいだ大きな
要因となっている。 

・「全量全袋検査」「現在、野菜から測定され
る放射性物質は検出限界値以下であるこ
と」を知らない人ほど、「年齢」が低いほ
ど福島県産を拒否している。知識量などは
購買にはあまり関係がない。すなわち、「全
量全袋検査の実施」の認知、「現在、ほと
んどの農産物の検査結果は検出限界値以
下であること」という事実をすなおに伝え
ていくことが通常通りの購買行動に戻す
ためには重要である。 

・細かい詳細な知識というよりも、検査その
ものを伝えていくことが購買につながる。
検査体制が不安の低減につながっている． 



 

判別的中率 79.0％ 
図 1 積極的に福島県産を避けている人を予

測するロジスティック回帰分析 

 

判別的中率 84.3％ 

図 2 積極的に福島県産を購入している人を
予測するロジスティック回帰分析 

 
 
なお、（４）インターネットによる経年比

較（①～④）で明らかになったのは以下の通
り。 
・放射線への不安感は全体的に低下しており、

福島県産食品への拒否層は、年々少なくな
っていることも明らかとなった。 

・全量全袋検査、食品への含有放射性物質の
検査をおこなってもほぼ ND であること、
検査体制・検査結果の認知度などの面で、
県内外の意識差は以前改善されていない。 

・また、県の内外で全体的に意識の低下が起
こっていることも明らかとなった 

 

図 3 普段たべる食品、福島県産への抵抗感 

 
 
 
 
 
 
 

 
図 4 福島県の米の全量全袋検査の認知率 
 
 

図 5 食品への含有放射性物質の検査をおこ
なってもほとんど ND である（99％でていな
い）こと 
 
 
現在の福島県の農産物についての情報発

信は、全量全袋検査、食品への含有放射性物
質の検査をおこなってもほぼNDであること、
など検査体制・検査結果の広報が十分ではな
い段階で福島県農産物の「おいしさ」をアピ
ールするというブランド戦略、広告での発信
が中心となっている。ゆえに、安全性につい
ての疑念を完全に払拭することができない
のである。 
放射線に関するリスク・コミニュケーショ

ン、福島県農産物の「おいしさ」をアピール
するというブランド戦略、広告での発信とい
ったアプローチでは不十分である。 
本調査研究から見えてきたことは、風評被

害の払拭のために重要なことは、基本に立ち
返り検査体制・検査結果の周知率を上げるこ
とを目指すことである。 
また市場関係者に対して消費者心理の現

状を再認識させ、消費者にかんする誤解をと
いていくことなどが重要であることが明ら
かとなった。 
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